
○ 講習等の方式
・ 自立支援給付対象サービス等の取り扱い
・ 自立支援給付にかかる請求の内容
・ 制度改正内容 ・事業者の支援

○ 事業所等において実施(事前に事業所に通知。事前提出資料を求める。） ・サービス等の質の確保
・ 面談方式
・ 事業所の設備や関係書類を確認する ・給付の適正化

○ 指導内容
＜運営指導＞
・人員基準・設備基準・運営基準を満たしているかを確認

＜報酬指導＞

○ 文書による改善報告
改善を要するものについては文書指摘を行い改善報告を求める。

指導方針

→これまで厚生労働省令により全国一律に規定されていた基準等については、「地域の自主性
及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により奈良
県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等を制定
（H25.4.1施行）

→不適切な請求等が確認された場合、必要に応じ過誤調整の行政指導を行
う。

実
地
指
導

※上記情報に基づき
機動的な監査の実
施

改善
報告書

情報

・本体報酬・各種加算等について報酬基準等に基づき必要な体制が確保されている
か、

・著しい運営基準違反、自立
支援給付の著しく不正な請求
の場合、監査への変更

○通報、苦情、相
談等に基づく情報

○市町村、基幹相
談センター等へ寄
せられる苦情

○自立支援給付
の請求データ等の
分析から特異傾向
を示す事業者

○実地指導により
確認した情報
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２，県が実施する指導・監査について
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目的

集
団
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第50条等 

改善勧告に至
らない場合 

※第48条等 

◆公表

※第49条第4項等 

※第49条第1項等 

期限内に勧
告に従わな
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※第49条第5項、第6項等 
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◆
改
善
勧
告
◆
 

正当な理由
なく期限内
に勧告に係
る措置をと
らなかったと
き 

◆指定の取消◆ 

◆指定の効力の全部 
     又は一部停止

※条文は指定の取
消と同じ 

基準違反
等の発覚 

＜利点＞ 
不適正な部分のみの
サービスの停止ができ

◆
 
報
告
等
（
実
地
検
査
）
 
◆
 

１，根拠規定等

根拠 国の通知等 方　　法

障害福祉サービス事業者等に対する指導・監査

県・市町村要綱等

指
　
導

監
　
査

　　障害者の日常生活及び社会生活
　　を総合的に支援するための法律
　　（障害者総合支援法）
　　市町村：第１０条
　　　　　　　（利用者等調査は第９条）
　　県：第１１条

　　障害者総合支援法
　　県・市町村：第４８条
　　　（指定障害福祉サービス事業者等）
　
　　県・市町村：第５１条の２７第１項
　　　（指定一般相談支援事業者）

　　市町村：第５１条の２７第２項
　　　（指定特定相談支援事業者）

指定障害福祉サービス事業者
等監査指針

指定障害福祉サービス事業者
等指導指針

指定障害福祉サービス事業者等指導実
施要綱

指定障害福祉サービス事業者等監査実
施要綱

実地指導

実地監査

指
導
監
査
方
針
（
年
度
方
針
）


